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故意による大型航空機の衝突などのテロ
による重大事故に対処するための施設を
新たに設置することを求めている。また、
テロリストの侵入を防止するための措置
などの対策を要求している。

新規制基準では、原子力発電所に対して
どのようなテロ対策を要求しているのか。

○特定重大事故等対処施設（テロ対策施設）の概要

特定重大事故等対処施設の概要

○原子力施設のテロ対策

• 意図的な航空機衝突などのテロへの対策として、可搬型設備を
中心とした対策の他、バックアップとして常設の施設（特定重大
事故等対処施設）の設置を要求

原子力施設のテロ対策 イメージ

• 特定重大事故等対処施設は、原子炉建屋との同時破損を防ぐため
の措置（例えば100m以上の離隔など）が求められている。

• 原子力施設のテロ対策については、原子炉等規制法に基づき、国際原子力機関
（IAEA）の勧告等に準拠したテロリストの侵入を防止するための措置を義務付けてい
る。



特定重大事故等対処施設の概要（拡大）



原子力施設のテロ対策 イメージ（拡大）
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